
施策の概要
　戦没者遺族の慰藉を目的として、戦没者の遺骨収集等の迅速かつ適切な実施、慰霊巡拝、慰霊友
好親善事業の着実な実施及び慰霊碑の適切な維持管理等を行う。

（現状分析（施策の必要性））
　戦没者の遺骨については、相手国の事情や海没その他の自然条件等により収集できない地域が残されてい
るという事情はあるものの、未だ多くの海外戦没者遺骨が海外に残されていることから、遺骨収集の促進に努め
ている。また、硫黄島等全１５箇所に建立した戦没者慰霊碑については、それぞれ建立地の関係機関等と維持
管理に関する委託契約を締結し、維持管理が適切に行われるよう努めている。
　一方で、戦後６０年以上が経過し、遺骨等の所在に関する情報が減少するとともに、戦没者の遺族の高齢化
が進んでいることから、これらの施策を、より迅速かつ着実に実施することが求められている。

（有効性）
　慰霊巡拝事業については、戦没者遺族からの要望の多い旧主戦場地域やシベリア等を巡拝するとともに、巡
拝への参加に必要な医師の診断書の提出を参加決定後にするなど遺族が参加しやすい仕組みの整備に努め
ており、戦没者遺族に対する慰藉をするために、有効であるといえる。

（効率性）
　遺骨収集等事業について、南方地域においては、平成１８年度から実施している海外未送還遺骨の集中的
な情報収集に基づき計画的に実施しており、効率的に行っているといえる。

（総合的な評価）
　戦没者の遺骨収集や、慰霊巡拝、慰霊友好親善事業の着実な実施等により、戦没者遺族の慰藉という目標
の達成に向けて進展があった。
　平成１９年度においては、慰霊巡拝については全１２回、遺骨収集等事業についても遺族等の関係者とともに
全２７回実施し、全ての巡拝を滞りなく実施することができ、遺族の慰藉に進展があったことから、今後も着実に
実施していくこととしたい。

（評価結果の分類）
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基本目標Ⅶ
　利用者の視点に立った質の高い福祉サービスの提
供等を図ること
施策目標５
　戦傷病者、戦没者遺族、中国残留邦人等を援護す
るとともに、旧陸海軍の残務を整理すること

（Ⅶ－５－２）

施策名

ⅰ 施策目標の終了・廃止を検討（該当する場合に○）

ⅱ 施策目標を継続（該当する場合に次のいずれか１つに○）

（イ）施策全体として予算規模の縮小等の見直しを検討

（ロ）見直しを行わず引き続き実施

（ハ）施策全体として予算の新規要求、拡充要求等の見直しを検討

ⅲ 機構・定員要求を検討（該当する場合に○）

（理由）

戦後６０年以上が経過し、遺骨情報が減少したことにより、特に南方地域において、

今後の遺骨収集の促進を図るため、平成１８年度から概ね３年間をかけて、海外未送還

遺骨の集中的な情報収集を、民間団体に委託して実施しているところであるが、事業の

成果について分析した結果、民間団体に対する徹底した指導、助言を行いつつ、現地調

査員の恒常的な雇用及び現地政府機関等に対する協力を依頼する等、国の協力体制を構

築する必要があるとの結論が得られたことから、新たに定員要求することとしたもので

ある。
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【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果　等】

施策目標に係る指標

（達成水準／達成時期）

※【 】内は、目標達成率（実績値／達成水準）

Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９

32 35 27 26 27１ 遺骨収集等事業の実施数（単位：

回） 【－】 【－】 【－】 【－】 【－】

（－）

12 13 13 10 12２ 慰霊巡拝の実施数（単位：回）

（－） 【－】 【－】 【－】 【－】 【－】

（調査名・資料出所、備考）

指標１及び２は、社会・援護局援護企画課外事室調べによる。


